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感染が確定した場合A

電話で、本人の症状・ご家族の

状況及び保健所・医療機関の

指示内容を報告してください。

（就業制限解除後）保健所・医療機関からの指示による。

①学校へ報告
③登校について

保健所等から濃厚接触者（又は接触者※）と特定された場合（学校外）B-1

電話で、本人・ご家族の状況と

保健所等の指示内容を報告

してください。

PCR検査・抗原

定性検査等

経過観察

（検査なし）

感染が確定した場合A
陽性

陰性

【濃厚接触者の場合】

感染者との最終接触日の翌日から７日間の自宅待機後に登校可。

※5日目ルールの適用も可能です。

【接触者の場合】接触者とは、濃厚接触者周辺の者を指します。

体調に変化がなければ、登校可。

②登校について

症状（発熱、風邪症状、味覚・臭覚障害等）がある場合C

・登校を控えてください。

・本人の体温測定など、健

康観察を行ってください。

①健康観察
特に以下の場合は必ず受診してください。

・息苦しさ・強いだるさ・高熱等の症状があ

る。（重症化しやすい方は軽症でも受診

してください。）

・症状が続く

②医療機関へ相談 PCR検査・抗

原定性検査

療養

（検査なし）

陽性

陰性

感染が確定した場合A

・発熱や風邪症状等が消失

していれば登校可。

③登校について

ご家族（同居者）に感染のおそれがある場合→まずは登校を控えてください！！D

・保健所・医療機関の指示に従ってください。

・電話で、学校に本人とご家族の状況と保健所・

医療機関の指示内容を報告してください。

・濃厚接触者等に指定された場合は、

「 保健所から濃厚接触者（又は接触

者）と特定された場合（学校外）」を参照して

ください。

B-1

・電話で、学校に本人とご家族の状況と保健所

等の指示内容を報告してください。

・ご家族がPCR検査等で陰性と確認される又は

経過観察期間が終了するまで登校を控えてくだ

さい。

②ご家族が濃厚接触者と特定された場合①ご家族が感染した場合

・ご家族がPCR検査等で陰性と確認される又は

経過観察期間が終了するまで登校を控えてくださ

い。

・ご家族の陽性が判明した場合は、「 ①同

居者が感染した場合」を参照してください。

③ご家族に感染が疑われる症状がある場合

D

保健所・医療機関の指示に従

い、療養

②療養

保健所等から濃厚接触者（又は接触者）と特定された場合（学校内）B-2

学校・園内で陽性者が発生した

場合、保健所等が校内の濃厚

接触者等の調査を行います。

①濃厚接触者調査
濃厚接触者等

と判定

濃厚接触者等

に該当しない

お子さまの状況やお迎えのご依頼等を

お伝えします。

②学校より保護者に連絡
今後の指示等が伝えられます。

その後の流れは「 保健所等から

濃厚接触者（又は接触者）と特定され

た場合（学校外）」と同様になります。

③保健所等より保護者に連絡
当日又は

翌日

B-1

特に個別連絡はありません。

①学校へ報告

※５日目ルール…４日目・５日目に抗原定性検査キットで陰性

が確認できた場合は、５日目から登園・校が可能です。（自費検

査・薬事承認されたものに限る）

陽性者の登校・園については、学校では判断できません。

保健所・医療機関の指示を仰いでください。


